
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

○
●
○
●
印

二
十
一

○

ミ
リ
メ

別
表
本
庁
の
課
長
印
の
項
中
●
●
●
県
●
○
●
長
●
●
第
四
●
●
●
●
●
一
般
文
書
用

ー
ト
ル

梨

平
方

山
　
部
　
室
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○
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二
十
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●

印

ミ
リ
メ

を
　
　
　
県
　
局
　
長
　
　
第
四
　
　
　
　
　
一
般
文
書
用

ー
ト
ル

梨
　
●

室

平
方

山
　
部
　
○
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●

に
改
め
る
。

」
附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
三
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

目
　
　
　
次

訓
　
　
　
令

○
山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
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…
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○
山
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県
公
印
規
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一
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改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

労
働
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
の
表
知
事
の
部
知
事
政
策
局
長
の
款
課
長
の
項
中
「
課
長
」
を
「
課
長
又
は
室
長
」

に
、「
課
に
」
を
「
課
又
は
東
日
本
大
震
災
支
援
対
策
室
に
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

三
月
二
十
四
日

号
外
第
二
十
三
号

木　曜　日

（ ）



山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
工
事

別
表
第
一
の
１
の
表
中
「
工
事
検
査
課
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
出
工
●
●
●
●
」
を

東
日

検
査
課
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
出
工

に
改
め
る
。

本
大
震
災
支
援
対
策
室
●
●
●
●
●
●
東
震
対
　
　
　
」

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
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一
丁
目
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番
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印
刷
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サ
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府
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目
六
番
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県
公
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外

第
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十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

二


